
初動対応訓練実施要領（素案） 

（令和７年度島根県原子力防災訓練） 

 

 

１．目的 

島根県地域防災計画に盛り込んだ原子力災害発生時における防護措置の実施

にあたり、防災関係機関相互の連携による防災対策の確立及び防災業務関係者

の防災技術の習熟を図る。 

 

２．訓練日 

  令和７年１０月２７日（月）１２月２４日（水） 

 

３．訓練場所 

  島根県庁、松江市役所、出雲市役所、安来市役所、雲南市役所、鳥取県庁、 

米子市役所、境港市役所、中国電力(株)島根原子力発電所、その他関係機関 

 

４．参加機関（順不同） 

  島根県、松江市、出雲市、安来市、雲南市、鳥取県、米子市、境港市、自衛隊、 

中国電力(株)島根原子力発電所 他 

 

５．訓練内容 

(1) 緊急時通信連絡等 

複合災害時における国及び自治体等関係機関が連携した初動対応手順につい

て確認するとともに、併せて通信連絡訓練を行う。 

(2) 県・市災害対策本部の活動 

県、市において災害対策本部を設置するとともに、事態の進展に応じた活動

を行う。 

 

 


